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豊岡市長 門 間 雄 司 

 

津波避難経路等整備支援事業補助金について（照会） 

 

新緑の候、貴職におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申しあげます。 

さて、来年度の予算編成に向けて、貴区において、標記の補助金を活用した事業の実施

有無について照会いたします。区内でご検討いただき、該当事業を実施される場合は、必

要書類をご提出いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 補 助 内 容   津波からの避難場所及び避難場所までの避難経路を安全なものとす

るための整備に対し、補助金をお支払いします。具体的な整備内容と

しては、整地、舗装、手すり設置、夜間避難に備えての照明設置、防

護柵設置等があります。その他、該当するか不明なものは、事前にお

問い合わせください。 

２ 補助金額等   事業費の１／２。ただし、補助金額の下限は 50,000 円となりますの

で、補助事業の対象となるには、100,000 円以上(消費税込み)の事業

を実施していただく必要があります。 

また、津波避難のみに使用する施設（例：避難場所までの新たな避

難道）を整備されるような場合は、事業費全額の補助（ただし、下限

50,000 円）となる場合があります。  

３         来年度、該当する事業をされる場合は、2025 年９月 30 日までに、

次のものを竹野振興局へ提出をお願いいたします。 

          提出いただいた内容で、来年度の予算措置を行いますので、提出が

なく事業を実施されても、補助金をお支払いすることができません。  

⑴ 見積書（コピーでかまいません）  

⑵ 位置図 

⑶ 事業内容がわかるもの 

※どのような事業をするのかが分かる程度で構いません。必要に応

じて、写真の添付をお願いします。様式は問いません。 

⑷ 土地所有者の承諾書（私有地上に整備する場合）  

４ そ の 他  ⑴ 各地区の津波避難場所の一覧は別紙のとおりです。ただし、この

一覧は現時点でのもので、今後、関係区との意見交換等を経て変更

となる場合があります。  

         ⑵ 補助金を受給されるには、事業実施前に補助金交付申請していた

だくことが必須です。未申請で事業着手された場合、補助金をお支

払いすることはできません。  

区長への  

依頼事項 
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